
議案第１ ０４や

ぬの施鼈の指定管ミ考の指定について（中筋嵬［‾瓦農村集落多目的

共鶚利用 施設］

庖方自治法（［見和２ ２年法律第６ ７そ］第 ２４ ４条の２ 第３ 項に規定する指

定管ミ考 として次のと おり 指定する こと について、同条第 ６項の規定に より、

議会の議決を求める。

令和 ６年 １　１ｙｘ　２　１　日を豐、

記

南あわじ市長　守　 本　 憲　私

１ 指定管理者に管ｊｌを行わせよ うとするぬの施鼈のタ＝あ

中筋丿奥区農村集落多目的ミ徙回利万］施設

２　 指定管‾ミ者となる団体

所在竟　　南あわじ市中茶巾筋２ ４０ ２番地

名　 称　　 巾茶 巾筋 自治会

会長 二

３　 指定 の期回

令和 ７年 ４ｊ １日 から令和 ９年 ３Ｊ］３ １日 まで







様式第１ 号（ 第３ 条関 係）

指定管ミ考指定申請書

様

指定を

受けよ

うとす

る団体

名　　称 中条 中筋 自治会

事務所の

所在地

南あ わじ市中 条中 筋２４０２番地

管ミを行 おう とする

ぬの施設の名称

中筋 ｔＫ農村集落多目 的共 回利 万］ 施鼈

添　 付　 書　類

ば事皿獵書

ぱ団体の概要説回書

洫団体の翫動実績所

口そ の他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（事務処ミ欄）



１　 団体の概要

施設名称 中筋 地［旡農村集落多 目的傴Ｗ利用 施鼈

回体 名称 ：中条中筋自 治会

サ竺ヤ会長
団体 概要：

・構成戮 （自 治会心員）鉄孵遜い貼参加ド加奈／加、岬賎九
・人　 ロ［ Ｒ６ ．５ Ｊ］ 末現在） 男２ １２ 人、 女２ １０ 人、 計４２２人

・世帯数 （Ｒ ６． ５　Ｊｊ 末現在）　 １７５　 世帯

・高齢化率（６５ 歳以上）　　 ３８．２　％

２　 団体のき顧丿実績

Ｏ地区住Ｒの コミ ュニティ ー及び魅力あ る地域づ くり 活動

Ｏ各種団体への協力支援

Ｏ肖該指定管塔１施設の管ｊｌＳ営

・管きＳ　 ；　 施鼈清掃 、補修、 設備 の保守点検

・運営面　 ；　 芭該施鼈を拠ぶと して住民相互、各種篦体のふれあい と住

Ｒの連帯意識の高 揚を深め る。

３　 管をを行 う施鼈の本業計画

１） 管を蓖営 の基本方針

住民のコ ミュ ニテ ィーの場として、 住民の連帯意ａを高め ＦミＶ隋にｊＥ営管Ｊｌ

をしてい く。

２） 管ＪＩ運営体制

中筋丿自 ＩＸ 自治会組織で管ＪｌｌＥ営にあ たる。

３） 緊な時の連絡体執

上記 ２） の体制に おい て中 筋竟Ｘ自 治会長を 責任者と して 市と の連絡調整

を図 る。

４） 設置 目的 のた めの 取り 祖み

元気 でき力あ る地域づ くり を地 Ｋ住Ｒを体でなり 組み 、魅力あ るコ ミュニ

ティ ー活動をする。
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⑩

⑩

若し くは期間 を定 めて 管ミの業務の 全部若し くは一部 の停止を命じ られ たと きは、

その 管理 しな くな ったｔぶ又は鼈備機器等を 速やかに 万状 に回復し なけ れば なら

ない。ただし、市の承認を得た場合は、 この ほり ではない。

（損害賠償等）

第１２条　指定管ミ者は、麑域集会まほの管理業務の履行に あた り、 又は指定管ＪＩ者

の指定がなり ｉ肖 された場合におい て、 指定管万考の責に帰すべき 事包によ り市又

は第三者に損害を与えたと きは、その損害を賠償 しな ければな らな い。 ただ し、

市が特５３１」の事情があると認めたと きは、市はそのを郎又は一部を免除する ことが

でき るものと する。

２　 前項の４合において、 損害を受けた第三者の求めに応 じ市が損害を賠償 したと

きは、市は指定管ＪＩ考に対して求償権を有する もの とする。

（権利・ 義務の譲渡の禁止）

第１３条　指定管ミ者は、こ の協定に よっ て生 じる 権利又は義務 を第ミ者 に譲渡し、

若し くは継承 させ、又は担保に供してはなら ない。

（個人情報の保護）

第１４条　指定管‾ミ者は、 管ミ業務 を実施す るに 肖た って の個人情報の取り 扱い につ

いて は、 ｊ３ １Ｊ 耻ｒ個人情報な扱特記事項」を厳守 しなければな らない。

（協定の改定）

第１５条　 Ｊき域集会崔なの 管Ｊミ業務に 回し、事情が 変Ｔりぎ した とき 又は特Ｓｌｊ な事情が生

じた とき は、 市指定管ミ者協議の上、こ の協定を改定する こと ができる。

（疑義等についての協議）

第１６条　 この協定に関 し疑義が生じたと き又はこ の協定に特５３１』の定めのない事項に

ついては、市指定管ミ考協議の上、 これを定める もの とす る。

この協定の締結をミするた め、 本書 ２通を作成し、市指定管ミ者記名押印の上、

各自 その １ミを保有する。

令和　　年 ナｊ 日

南あわじ市 兵庫県南あわ じ市市善光寺 ２２ 番加１

南あわじ市長

指定管ミ考

守　 本　 憲　弘

兵庫県南あわ じ市 中茶巾筋㎜
中条中筋 自治会長





 


